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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第189期
第３四半期
連結累計期間

第189期
第３四半期
連結会計期間

第188期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日

自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (百万円) 30,827 9,426 47,250

経常利益 (百万円) 2,155 446 2,846

四半期(当期)純利益 (百万円) 633 430 755

純資産額 (百万円) ― 12,412 12,286

総資産額 (百万円) ― 46,946 49,262

１株当たり純資産額 (円) ― 114.73 113.50

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 5.88 4.00 7.01

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) ― 26.3 24.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 3,185 ― 5,492

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,652 ― △1,994

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,358 ― △1,297

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― 5,039 5,949

従業員数 (人) ― 1,527 1,580

(注)　１　売上高には、消費税等は含んでいない。

　　　２　△印は、減少額である。

　　　３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益は新株予約権付社債等潜在株式がないため記載していない。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容につい

て、重要な変更はない。また、主要な関係会社における異動もない。

　なお、第１四半期連結会計期間より、セグメント名称を不織布事業から研磨材事業に名称変更している。事

業実態により適したセグメント名称の変更であり、セグメント区分に変更はない。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年12月31日現在

従業員数(人) 1,527(173)

(注)　従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者は除き、グループ外からの出向者を含む)であり、臨

時雇用者数(嘱託社員、季節社員及び待遇社員)は、当第３四半期連結会計期間の平均人員を(　)外数で記載してい

る。 

　

　

(2) 提出会社の状況

平成20年12月31日現在

従業員数(人) 70(5)

(注)　従業員数は就業人員(当社から他社への出向者は除き、他社からの出向者を含む)であり、臨時雇用者数(嘱託社員、

季節社員及び待遇社員)は、当第３四半期会計期間の平均人員を(　)外数で記載している。 
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第３四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の通りであ

る。

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円)

繊維事業 3,078

研磨材事業 1,658

化学工業品事業 1,118

その他事業 509

合計 6,364

(注) １　金額は販売価格によっており、セグメント間の取引については消去していない。

２　上記の金額には、消費税等は含まれていない。

　

(2) 受注実績

当第３四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の通りであ

る。

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 受注残高(百万円)

研磨材事業 1,058 40

化学工業品事業 1,492 2,292

その他事業 226 36

(注) １　セグメント間の取引については消去していない。

２　上記の金額には、消費税等は含まれていない。

　

(3) 販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の通りであ

る。

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円)

繊維事業 5,040

研磨材事業 1,642

化学工業品事業 1,155

自動車関連事業 941

その他事業 646

合計 9,426

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれていない。なお、セグメント間の取引については消去している。

２　総販売実績に対する販売実績の割合が100分の10以上の相手先はない。
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２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われていない。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が

判断したものである。

　

(1) 経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した金融不

安により、企業収益や雇用情勢の悪化などが実体経済に波及し、月を追うごとに景気後退色を強めた。

　このような経営環境の下、当フジボウグループは繊維素材事業の構造改革を進める一方で、「Ｂ．Ｖ．

Ｄ．」ブランドのインナーウエアを中心とした繊維製品事業と超精密加工用研磨材の研磨材事業(旧名

称：不織布事業)、機能化学品及び医薬中間体などの受託製造の化学工業品事業を中心に、収益力の改善、

強化に努めたが、ＩＴ及び自動車関連取引先の期後半よりの在庫調整、生産調整の影響を受け始めた。

　この結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は9,426百万円で、営業利益は714百万円、経常利益は446

百万円となった。これに特別利益として違約金収入240百万円、特別損失として減損損失13百万円ほかを

計上し、法人税、住民税及び事業税等を調整した結果、四半期純利益は430百万円となった。

　

　事業の種類別セグメントの業績は以下の通りである。

　

①繊維事業

製品事業の主要ブランドである「Ｂ．Ｖ．Ｄ．」では、白物を中心とした収益性の高い商品への

絞り込みを実施し、収益力の強化と在庫削減を図った。また、メンズインナーでは団塊ジュニア世代

をターゲットとしたブランド浸透と拡販に努めた。レディースでは「美と健康」を意識した機能付

きスポーティーインナーが好調に推移したが、インナーウエア全体としては消費低迷の影響もあり

やや減収となった。

紡績部門は、原材料の高騰などの影響があったが、価格への転嫁、高付加価値商材の拡販、国内生産

拠点の集約等の施策が奏功し黒字基調で推移した。

　テキスタイル部門は、低採算商品の価格改定、不採算分野からの撤退を進めたが、フジボウテキスタ

イル㈱和歌山工場での受託加工の受注が予想以上に低迷したことなどが大きく影響し苦戦した。

この結果、売上高は5,040百万円となり、営業利益は309百万円となった。

　

②研磨材事業(旧名称：不織布事業)

主力の超精密加工用研磨材は、液晶ガラス用途及び前年度に進出した半導体デバイス用途（ＣＭ

Ｐ）のパッドがそれぞれ堅調に推移していたが、第３四半期の12月以降は一転、ＩＴ業界の在庫調

整、生産調整の影響を受け、急激な販売減少となった。コストダウン等の収益改善に鋭意努めたが、売

上高減少に伴い採算が悪化した。

この結果、売上高は1,642百万円となり、営業利益は291百万円となった。

　

③化学工業品事業

機能化学品及び医薬中間体などの受託製造は、高い技術力がユーザーに評価され主力受注品の増

産、リピートオーダー品の増加に繋がり、フル稼働を続けることができた。

この結果、売上高は1,155百万円となり、営業利益は105百万円となった。
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④自動車関連事業

カリブ海周辺諸国向けの車輌及び自動車部品の輸出事業は、米国の景気後退の影響や円高など事

業環境の悪化により苦戦した。

この結果、売上高は941百万円となり、営業利益は５百万円となった。

　

⑤その他事業

精製部門は、化学品業界の好況と企業のリサイクル意識の高まりなどにより、堅調に推移した。電

子機器製品の産業用プリント基板及び化成品は、受注環境の急激な悪化によりそれぞれ苦戦した。

この結果、売上高は646百万円となり、営業損益は５百万円の損失となった。

　
　
(2) 財政状態の分析

　(資産)

　流動資産は前連結会計年度末に比べて14.9％減少し、19,621百万円となった。これは、現金及び預金が910

百万円、受取手形及び売掛金が1,145百万円、商品が550百万円、原材料が161百万円、その他が942百万円そ

れぞれ減少し、仕掛品が236百万円増加したことなどによるものである。

　固定資産は前連結会計年度末に比べて4.3％増加し、27,325百万円となった。これは、土地が685百万円減

少した一方で、設備投資によりその他有形固定資産が1,650百万円増加したことなどによるものである。

　この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて4.7％減少し、46,946百万円となった。

　
　(負債)

　流動負債は前連結会計年度末に比べて6.9％減少し、21,231百万円となった。これは、支払手形及び買掛金

が752百万円、借入金の返済により短期借入金が1,315百万円それぞれ減少し、設備関係支払手形が733百万

円、未払法人税等が78百万円それぞれ増加したことなどによるものである。

　固定負債は前連結会計年度末に比べて6.2％減少し、13,303百万円となった。これは、長期借入金が811百

万円減少したことなどによるものである。

　この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて6.6％減少し、34,534百万円となった。

　
　(純資産)

純資産は前連結会計年度末に比べて1.0％増加し、12,412百万円となった。これは、土地の減損等により

土地再評価差額金が336百万円、為替換算調整勘定が169百万円それぞれ減少したが、利益剰余金が755百万

円増加したことなどによるものである。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資

金が、1,086百万円増加し、固定資産の取得等により投資活動による資金が438百万円減少し、借入金の削

減を進めた結果、財務活動による資金が342百万円減少し、5,039百万円となった。

　

当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下の通りであ
る。

　

　(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は1,086百万円となった。これは、仕入債務の減少208百万円、法人税等の

支払額295百万円等の支出があった一方、税金等調整前四半期純利益661百万円、減価償却費352百万円、

売上債権の減少330百万円等の収入があったことなどによる。

　

　(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は438百万円となった。これは、主として研磨材事業及び化学工業品事業

に対する設備投資により、固定資産取得による支出が624百万円あったことなどによるものである。
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　(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は342百万円となった。これは、主として借入金の返済に充てたものであ

る。

                                                                                      

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はない。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内

容等(会社法施行規則第127条各号に掲げる事項)は次の通りである。

　

(株式会社の支配に関する基本方針について)

(1) 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業

価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上

していくことを可能とする者である必要があると考えている。

　当社は、当社が資本市場に公開された株式会社である以上、当社の支配権の移転を伴う買収提案につ

いての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づいて行われるべきものと考えている。また、当

社は、当社株式の大規模買付であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれ

ば、これを否定するものではない。

　しかしながら、株式の大規模買付の中には、その目的等から見て企業価値や株主共同の利益に対する

明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役

会や株主が株式の大規模買付の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案す

るための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件を

もたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に

資さないものも少なくない。

　当社株式の大規模買付を行う者が、当社の財務及び事業の内容を理解するのは勿論のこと、当社の企

業価値の源泉を理解した上で、これらを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業

価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになる。

　また、外部者である買収者が大規模買付を行う場合に、株主が最善の選択を行うためには、買収者の属

性、大規模買付の目的、買収者の当社の事業や経営についての意向、既存株主との利益相反を回避する

方法、従業員その他のステークホルダーに対する対応方針等の買収者の情報を把握した上で、大規模買

付が当社の企業価値や株主共同の利益に及ぼす影響を判断する必要があり、かかる情報が明らかにさ

れないまま大規模買付が強行される場合には、当社の企業価値・株主共同の利益が毀損される可能性

がある。

　当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大規模買付を行う者は、当社の財務

及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大規模買付に対しては、

必要かつ相当な対抗措置をとることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要

があると考える。

　

(2) 基本方針の実現に資する取組み

ア．当社の企業価値の源泉について

当社は、富士山を望む静岡小山の地に誕生して一世紀余りにわたり、繊維メーカーとしての長い歴史

の中で培ったテクノロジーとマーケティングを融合し、人々のニーズを満足させる新しい繊維を続々

と世に送り出してきた。現在、当社の事業は、繊維関連事業のみならず、成長著しいＩＴ・医療分野・自

動車関連などの非繊維事業まで、人を包む繊維から、人を取り巻くあらゆる環境へと拡がっている。当

社グループでは、「私たちは一世紀を超える歴史の中で培った技術と経験を生かし、つねに時代が求め

る新しい技術・製品を提供することで先端産業を支え、人・社会・地球にとってより豊かな未来の創

造に貢献し続けます。」を企業理念として、継続的な企業価値の向上を目指している。

当社グループの企業価値の源泉は、①技術力と経験・知見、②開発力、③ブランド力、④優秀な従業員

等にある。 
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具体的には、第一に、創業以来培ってきた繊維関連の技術力と豊富な経験・知見は、数多くのお客様

から高い評価を得ている。また、近年では繊維関連の不織布事業から派生した超精密加工用研磨材の製

造に関する技術力・品質管理能力が世界各国のお客様に認められている。さらに、医薬中間体等を製造

する技術力・ノウハウがファインケミカル分野で高く評価されている。 

第二に、お客様のニーズに即した技術・製品の開発力が当社グループの企業価値の源泉となってい

る。特に超精密加工用研磨材分野の製品開発においては、お客様とともに開発することでお客様の満足

度の向上に努めている。 

　第三に、一世紀以上にわたる当社グループの歴史が培った「フジボウ」ブランドは、繊維業界ではそ

の技術力と高い品質に裏打ちされた信頼できるブランドとして確固たる地位を築いてきた。また、米国

で130年以上、日本においても30年以上の歴史を誇る「Ｂ．Ｖ．Ｄ．」ブランドは紳士肌着分野では多

くのファンを獲得しており、企業価値の源泉として位置づけている。 

　第四に、創業以来お客様とともに成長・進化してきた経験と専門知識を有する人材は、当社グループ

の企業価値の源泉と考えている。当社グループでは労使の相互信頼を重視し、ステークホルダーとして

の従業員との信頼関係を構築している。 

　当社は、これら当社の企業価値の源泉を今後も継続して発展させていくことが、企業価値・株主共同

の利益を確保し、向上させることにつながるものと考えている。

　

イ．企業価値向上のための取組み

当社は、企業価値の向上に向けた取組みとして、平成19年３月期(2006年度)を初年度とし平成23年３

月期(2010年度)を最終年度とする、５ヵ年の中期経営計画『変身06-10』を策定している。当該中期経

営計画においては、①事業ポートフォリオの再構築、②技術力を核とした競争力強化、③キャッシュ・

フロー経営、④成長市場での新事業創出、⑤財務体質の強化、⑥経営システム改革を経営戦略に掲げて、

より一層の企業価値の向上に取り組んでいる。

　今後は、将来の収益基盤強化のために、各事業単位の中での選択と集中によりさらに『変身』を推し

進めるとともに、事業戦略の一つ一つを着実に実施し、中期経営計画の目標である平成23年３月期

(2010年度)の連結売上高48,600百万円、連結営業利益6,900百万円の達成を目指している。

　

ウ．コーポレート・ガバナンスについて

当社は、経営の効率性の追求と健全性の確保により企業価値・株主共同の利益の向上を図ることを

最優先の目標として、公正かつ透明性の高い健全な経営を行うことにより、コーポレート・ガバナンス

の向上と企業倫理の高揚に取り組んできた。

　当社の経営機関制度としては、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として取締

役会、監査機関として監査役会がある。監査役会は、経営の公正性・健全性・透明性をより高めるため、

社外監査役３名を含む４名の監査役で構成されており、社外監査役は、専門的かつ客観的、第三者的立

場から監査している。さらに、意思決定機関を強化するものとして経営会議を設置している。経営会議

は、会社の経営方針及び全社的な執行方針の協議を目的とし、方針決定過程の透明性を高め、決定した

方針事項の迅速かつ確実な周知、激変する環境への迅速な対応を図っている。また、平成17年６月より

執行役員制度を導入して、監督と執行の分離と業務執行のスピード化を図っている。

　また、当社では、企業の社会的責任の重要性を認識し、社会のルールや法令遵守のもと社会的良識を

もって行動することを明記した「富士紡グループ行動憲章」を制定している。さらに、コンプライアン

ス・プログラムを毎期策定するとともに、具体的な手引書としてコンプライアンス・マニュアルを作

成し周知・徹底を図っている。万一、コンプライアンス上疑義ある行為が行われ、また行われようとす

ることに気付いた者は、社内通報制度「企業倫理ホットライン」により、社外の顧問弁護士などに通報

することができる体制を採用している。また、経営諸活動の遂行状況を公正かつ独立の立場で監査し、

経営目標の効果的な達成に寄与することを目的に内部監査室を設置している。

　当社は、引き続き、以上の諸施策を推進・実行し、コーポレート・ガバナンスの強化を図り、さらなる

当社グループの企業価値・株主共同の利益の確保・向上に繋げていく所存である。
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(3) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止

するための取組み

ア．本プランの目的

当社は、平成19年11月30日開催の当社取締役会において、上記(1)の当社の財務及び事業の方針の決

定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるとともに、この基本方

針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため

の取組みとして、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、「当社株

式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「旧プラン」という。)を導入することを決

定し、同日付で公表した。当社は、その後の買収防衛策の導入・運用の実態などを踏まえ、平成20年５月

13日開催の取締役会において、平成20年６月27日開催の定時株主総会の承認を条件として、旧プランを

一部変更し継続することを決定し(当該一部変更後の旧プランを以下「本プラン」という。)、上記定時

株主総会において承認を得た。

なお、上記定時株主総会に旧プランの一部変更及び継続に関する承認議案を付議することを決定し

た取締役会には、当社監査役４名(うち２名は社外監査役)の全員が出席し、全ての監査役から、本プラ

ンの具体的運用が適正に行われることを条件として、本プランに賛同する旨の意見を受けている。本プ

ランの詳細については、当社ホームページ(http://www.fujibo.co.jp/)上の平成20年５月13日付プレ

スリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の一部変更について」を参照さ

れたい。

　

イ．本プランの概要

①本プランに基づく対抗措置の実施の対象となる買付行為

本プランにおいては、次の(イ)もしくは(ロ)に該当する行為またはこれらに類似する行為(ただし、

当社取締役会が予め承認したものを除く。このような行為を以下「大規模買付行為」といい、大規模買

付行為を行いまたは行おうとする者を以下「大規模買付者」という。)がなされ、またはなされようと

する場合には、本プランに基づく対抗措置が実施されることがある。

(イ)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合の合計が20％以上となる買付け

(ロ)当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別

関係者の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

　

②本プランの内容(大規模買付行為がなされた場合の対応)

(イ)大規模買付者による意向表明書の当社への事前提出

大規模買付者は、大規模買付行為に先立ち、本プランに定められた手続(以下「大規模買付ルー

ル」という。)に従う旨の誓約等の当社が定める一定の事項を日本語で記載した「意向表明書」を

提出しなければならないものとする。

(ロ)大規模買付者に対する当社取締役会による必要情報リストの事前提出

当社は、大規模買付者に対して、意向表明書が提出された日から10営業日以内に、提供すべき情

報を記載した「必要情報リスト」を発送する。

(ハ)大規模買付者による必要情報の提供

大規模買付者には、上記の必要情報リストに従い当社取締役会に対して、大規模買付行為に対す

る株主の判断並びに当社取締役会及び独立委員会の評価・検討等のために必要かつ十分な日本語

で記載された「本必要情報」を提供することとする。

(ニ)当社取締役会に対する情報提供の要求

独立委員会は、大規模買付者から本必要情報を記載した書面が提出された場合には、当社取締役

会に対しても、独立委員会が定める合理的な期間内に(原則として30日を上限とする。)大規模買付

者の買付内容に対する意見、その根拠資料、及び代替案その他独立委員会が適宜必要と認める情報

・資料等を速やかに提供するよう要求することがある。
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(ホ)独立委員会による内容検討・勧告

独立委員会は、大規模買付者及び当社取締役会からの情報・資料等の提供が全て完了した日か

ら原則として60日間の独立委員会検討期間内において大規模買付者及び当社取締役会から提供さ

れた情報・資料等に基づき、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、大規模買

付者の買付内容の検討、当社取締役会策定の代替案の検討及び大規模買付者と当社取締役会の事

業計画等に関する情報収集・比較検討等を行う。大規模買付者は、独立委員会検討期間が終了する

までは、大規模買付行為を開始することはできないものとする。

　独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、原則として、当社取締役

会に対して、対抗措置を実施することを勧告するものとする。また、大規模買付者が大規模買付

ルールを遵守する場合でも、大規模買付者による大規模買付行為が一定の要件に該当すると認め

られる場合には、対抗措置の実施を当社取締役に勧告するものとする。

また、独立委員会は、対抗措置の実施を勧告するには至らないものの、合理的な理由により株主

意思確認総会を開催することが相当であると判断した場合には、株主意思確認総会の招集を当社

取締役会に勧告する。

(ヘ)株主意思確認総会の開催(独立委員会による招集の勧告がある場合)

独立委員会が株主意思確認総会の招集を勧告した場合には、当社取締役会は、対抗措置の実施の

可否を問うために株主意思確認総会の招集手続を速やかに実施するものとし、当該株主意思確認

総会の決議は、出席株主の議決権の過半数によって決するものとする。

(ト)取締役会の決議

当社取締役会は、独立委員会から対抗措置の実施もしくは不実施等(対抗措置の中止を含む。)に

関する勧告を受けた場合にはこれを最大限尊重して、または、株主意思確認総会の決議がなされた

場合にはこれに従って、対抗措置の実施または不実施等に関する会社法上の機関としての決議を

速やかに行うものとする。

　

③対抗措置

本プランにおける対抗措置としては、原則として、当社取締役会の決議に基づき、全ての株主に対し

て差別的行使条件及び一部取得条項付新株予約権の無償割当てを行い、本プランに定める一定の要件

に該当する大規模買付者及びその一定範囲の関係者以外の株主は当該新株予約権を行使することによ

り当社普通株式を取得し、または、かかる株主から当社が当該新株予約権を取得することによりその対

価として当社普通株式を交付することができるものとする。ただし、会社法その他の法令及び当社の定

款上認められるその他の対抗措置を実施することが適切と判断された場合には当該その他の対抗措置

が実施されることもあることとする。

　

(4) 上記(2)の取組みについての当社取締役会の判断

当社は、継続的な企業価値の向上こそが株主共同の利益の向上のために最優先されるべき課題であ

ると考え、当社の企業価値・株主共同の利益の向上を目的に、上記(2)の取組みを行ってきた。これらの

取組みの実施を通じて、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させ、それを当社の株式の価値に適正

に反映させていくことにより、上記のような当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうおそれ

のある株式の大量買付けは困難になるものと考えられ、これらの取組みは、上記(1)の基本方針に資す

るものであると考えている。

　従って、上記(2)の取組みは上記(1)の基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものでは

なく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと判断している。

　

(5) 上記(3)の取組みについての当社取締役会の判断

①株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

本プランは、上記(1)に記載した基本方針に沿って、当社株式に対する大規模買付行為がなされた際

に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示す

るために必要な情報や時間を確保したり、株主のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、

基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止す

ることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入される

ものである。
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②買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の

確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を完全に充足している。

　

③株主意思を重視するものであること

上記(3)ア．の通り、本プランは、平成20年６月27日開催の定時株主総会において承認を得たもので

ある。また、本プランの有効期間は平成23年６月開催予定の定時株主総会の終結時までとされており、

以後、かかる有効期間の延長については、３年ごとの定時株主総会において、本プランの有効期間の延

長に関する承認議案について、株主の賛同が得られることを条件としている。かかる議案について株主

の賛同が得られなかった場合には、当該決議に従い本プランは速やかに廃止される。また、本プランは、

大規模買付者が本プランに定められた手続に従うことなく大規模買付行為を開始した場合において、

独立委員会が合理的な理由により株主意思確認総会を開催することが相当であると判断した場合に

は、大規模買付者による大規模買付行為に対する対抗措置実施の是非について株主意思確認総会を開

催することによって、株主の意見を直接確認することとしている。

　このように、本プランの消長には、株主の意思が適切に反映されることとなっている。

　

④独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

当社は、本プランの導入にあたり、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主のために本プランの運

用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として、独立委員会を設置した。

　かかる独立委員会によって、当社取締役会が恣意的に本プランの運用を行うことのないよう、厳しく

監視するとともに、同委員会の判断の概要については株主に情報開示をすることとされており、当社の

企業価値・株主共同の利益に適うように本プランの透明な運用が行われる仕組みが確保されている。

　

⑤合理的な客観的実施要件の設定

本プランは、予め定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ実施されないように

設定されており、当社取締役会による恣意的な実施を防止するための仕組みを確保しているものとい

える。

　

⑥第三者専門家の意見の取得

独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した第三者の助言を得ることが

できることとされている。これにより、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される

仕組みとなっている。

　

⑦デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会の決議により廃止すること

ができるものとされており、当社の株券等を大量に買い付けた者が、当社株主総会で取締役を指名し、

かかる取締役で構成される取締役会の決議により、本プランを廃止することが可能である。

　従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策ではない。また、当社は期差任期制を採用していない

ため、本プランはスローハンド型買収防衛策でもない。

　

以上の通り、上記(3)の取組みは上記(1)の基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうもの

ではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えている。

　

　

(5) 研究開発活動

当第３四半期連結会計期間の研究開発費の総額は106百万円である。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

　

当第３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間末に計画していた設備計画の完了年月

を次の通り変更している。
　

会社名
事業所名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の
内容

投資予定金額

資金調達方法

着手及び完了予定年月
完成後の
増加能力総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

着手 完了

フジボウ
愛媛㈱

本社工場
(愛媛県西条市)

研磨材事業
不織布製品製
造設備

800 645 借入金 平成19年11月 平成21年3月
品質向上・合理
化のため、殆ど
なし。

　

当第３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間末に計画していた重要な設備の売却に

ついては、売却先の都合により、契約を解除した。
　

会社名
事業所名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの名称

設備の内容
期末帳簿価額
(百万円)

売却予定年月

フジボウテキスタイル㈱
豊浜工場
(香川県観音寺市)

繊維事業 豊浜工場跡地 2,118 平成20年10月
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 300,000,000

計 300,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成20年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年2月12日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 108,000,000 108,000,000
東京・大阪
(市場第一部)

単元株式数は
1,000株である。

計 108,000,000 108,000,000 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項なし。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項なし。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年12月31日 ― 108,000,000― 5,400 ― ―

　

(5) 【大株主の状況】

当第３四半期会計期間において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ及び共同保有者から、平

成20年10月17日付で大量保有報告書の提出があり(報告義務発生日　平成20年10月９日)、次の通り株式を

所有している旨報告を受けているが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式

数の確認ができない。なお、当該大量保有報告書の内容は以下の通りである。

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

三菱UFJ信託銀行
株式会社

東京都千代田区丸の内１－４－５ 5,782 5.35
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きないので、直前の基準日である平成20年９月30日現在の株主名簿により記載している。

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式　　　227,000

― 単元株式数は1,000株である。

(相互保有株式)
普通株式　　　　7,000

― 同上

完全議決権株式(その他) 普通株式　106,850,000106,850 同上

単元未満株式 普通株式　　　916,000 ― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 108,000,000― ―

総株主の議決権 ― 106,850 ―

(注)　１　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が「株式数(株)」に67,000株、

「議決権の数(個)」に67個含まれている。

　　　２　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株主名簿上は当社の子会社柳井化学工業㈱名義となっている

が、実質的には所有していない株式が「株式数(株)」に1,000株、「議決権の数(個)」に１個含まれている。

　　　３　「単元未満株式」には当社所有の自己株式713株が含まれている。

　

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
富士紡ホールディングス㈱

東京都中央区日本橋
人形町１－18－12

227,000 ― 227,0000.21

(相互保有株式)
カフラス㈱

長野県松本市
中央４－９－53

7,000 ― 7,000 0.00

計 ― 234,000 ― 234,0000.21

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年　
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 192 235 246 207 183 182 144 111 105

最低(円) 163 178 198 176 152 128 67 84 90

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次の通りである。

　

役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役
(秘書室長)

取締役
(総務人事部長)

塚　原　義　明 平成20年11月11日

取締役
取締役

(事業開発部長)
橋　本　光　彦 平成20年11月１日

　

EDINET提出書類

富士紡ホールディングス株式会社(E00543)

四半期報告書

15/30



第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成している。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間(平成20年10月１

日から平成20年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けている。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,039 5,949

受取手形及び売掛金 ※4
 9,381 10,526

商品 1,657 2,207

製品 977 939

原材料 724 886

仕掛品 1,197 961

その他 654 1,597

貸倒引当金 △10 △10

流動資産合計 19,621 23,058

固定資産

有形固定資産

土地 16,061 16,747

その他（純額） 9,801 8,151

有形固定資産合計 ※1
 25,863

※1
 24,898

無形固定資産 97 35

投資その他の資産

その他 1,369 1,275

貸倒引当金 △4 △4

投資その他の資産合計 1,364 1,271

固定資産合計 27,325 26,204

資産合計 46,946 49,262
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※4
 5,421 6,173

短期借入金 11,221 12,536

未払法人税等 321 243

引当金 300 552

設備関係支払手形 ※4
 1,993 1,259

その他 1,973 2,034

流動負債合計 21,231 22,799

固定負債

長期借入金 5,352 6,164

退職給付引当金 2,852 2,744

引当金 8 8

その他 5,089 5,259

固定負債合計 13,303 14,176

負債合計 34,534 36,976

純資産の部

株主資本

資本金 5,400 5,400

資本剰余金 0 0

利益剰余金 4,114 3,358

自己株式 △35 △32

株主資本合計 9,478 8,726

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 36 123

繰延ヘッジ損益 △14 14

土地再評価差額金 2,676 3,013

為替換算調整勘定 186 355

評価・換算差額等合計 2,884 3,506

少数株主持分 49 52

純資産合計 12,412 12,286

負債純資産合計 46,946 49,262
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

売上高 30,827

売上原価 22,531

売上総利益 8,295

販売費及び一般管理費 ※
 5,731

営業利益 2,564

営業外収益

受取利息 11

受取配当金 15

固定資産賃貸料 32

その他 75

営業外収益合計 134

営業外費用

支払利息 287

為替差損 146

その他 109

営業外費用合計 542

経常利益 2,155

特別利益

固定資産売却益 2

違約金収入 240

その他 9

特別利益合計 251

特別損失

固定資産処分損 359

減損損失 318

その他 100

特別損失合計 778

税金等調整前四半期純利益 1,629

法人税、住民税及び事業税 747

法人税等調整額 232

法人税等合計 980

少数株主利益 15

四半期純利益 633
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

売上高 9,426

売上原価 6,822

売上総利益 2,604

販売費及び一般管理費 ※
 1,889

営業利益 714

営業外収益

受取利息 1

受取配当金 1

固定資産賃貸料 10

その他 3

営業外収益合計 17

営業外費用

支払利息 87

為替差損 161

その他 36

営業外費用合計 285

経常利益 446

特別利益

固定資産売却益 0

違約金収入 240

特別利益合計 240

特別損失

固定資産処分損 2

減損損失 13

その他 9

特別損失合計 25

税金等調整前四半期純利益 661

法人税、住民税及び事業税 234

法人税等調整額 △11

法人税等合計 222

少数株主利益 7

四半期純利益 430
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,629

減価償却費 910

減損損失 318

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 107

受取利息及び受取配当金 △26

支払利息 287

為替差損益（△は益） 96

投資有価証券評価損益（△は益） 1

投資有価証券売却損益（△は益） △9

固定資産売却損益（△は益） △2

固定資産処分損益（△は益） 359

売上債権の増減額（△は増加） 1,141

たな卸資産の増減額（△は増加） 376

仕入債務の増減額（△は減少） △703

その他 △683

小計 3,802

利息及び配当金の受取額 26

利息の支払額 △245

法人税等の支払額 △397

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,185

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,829

有形及び無形固定資産の売却による収入 303

投資有価証券の取得による支出 △145

投資有価証券の売却による収入 19

貸付金の回収による収入 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,652

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,189

長期借入れによる収入 450

長期借入金の返済による支出 △1,388

配当金の支払額 △215

少数株主への配当金の支払額 △6

リース債務の返済による支出 △5

その他 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,358

現金及び現金同等物に係る換算差額 △86

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △910

現金及び現金同等物の期首残高 5,949

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 5,039
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

１　会計処理基準に関する事項の変更

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

　たな卸資産

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業

会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計

基準第９号)を第１四半期連結会計期間から適

用し、評価基準については、原価法から原価法

(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変

更している。

　この結果、従来と同一の方法を採用した場合

と比較して、当第３四半期連結累計期間の売上

総利益、営業利益及び経常利益が46百万円減少

し、税金等調整前四半期純利益が101百万円減

少している。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇

所に記載している。

(2) リース取引に関する会計基準の適用

「リース取引に関する会計基準」(企業会計

基準委員会　平成５年６月17日　最終改正平成

19年３月30日　企業会計基準第13号)及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」

(企業会計基準委員会　平成６年１月18日　最終

改正平成19年３月30日　企業会計基準適用指針

第16号)を第１四半期連結会計期間から早期に

適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理から通常の売買取引に係る方

法に準じた会計処理に変更し、リース資産とし

て計上している。また、リース資産の減価償却

の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零として算定する方法によっている。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理を引き続き採用している。

　この結果、従来と同一の方法を採用した場合

と比較して、当第３四半期連結累計期間のリー

ス資産が有形固定資産に１百万円、無形固定資

産に52百万円計上され、売上総利益、営業利益、

経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与

える影響は軽微である。
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【簡便な会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連

結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使

用して貸倒見積高を算定している。

２　固定資産の減価償却費の算定方法

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積り

を考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按分す

る方法によっている。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

該当事項なし。

　

【追加情報】

　

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

(有形固定資産の耐用年数の変更)

　当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法の

改正を機に、第１四半期連結会計期間より有形固定資産

の耐用年数の見直しを実施している。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の売上総利益及

び営業利益が10百万円、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益が８百万円それぞれ増加している。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載

している。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額　　28,196百万円※１　有形固定資産の減価償却累計額　　29,300百万円

　２　偶発債務

連結会社以外の会社の銀行取引に対して債務保証

を行っている。

カフラス㈱ 25百万円

　２　偶発債務

連結会社以外の会社の銀行取引に対して債務保証

を行っている。

カフラス㈱ 25百万円

　３　手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高 224百万円

　３　手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高 529百万円

※４　期末日満期手形

四半期会計期間末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理している。なお、当

第３四半期連結会計期間末日は金融機関の休日で

あったため、次の四半期会計期間末日満期手形が当

第３四半期連結会計期間末残高に含まれている。

受取手形 148百万円

支払手形 127百万円

設備関係支払手形 139百万円

 

　　　─────────────
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(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

運賃及び保管料 1,167百万円

　

第３四半期連結会計期間

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31日)

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

運賃及び保管料 380百万円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 5,039百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △0百万円

現金及び現金同等物 5,039百万円
 

　

(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　

至　平成20年12月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 108,000,000

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 237,035

　

３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 215 2 平成20年３月31日 平成20年６月30日 利益剰余金

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　　該当事項なし。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

繊維事業
(百万円)

研磨材
事業
(百万円)

化学
工業品
事業
(百万円)

自動車
関連事業
(百万円)

その他
事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

5,0401,6421,155 941 646 9,426 ― 9,426

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

2 0 ― ― 9 11 (11) ―

計 5,0421,6421,155 941 655 9,438 (11)9,426

営業利益又は営業損失(△) 309 291 105 5 △5 706 7 714

　

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

繊維事業
(百万円)

研磨材
事業
(百万円)

化学
工業品
事業
(百万円)

自動車
関連事業
(百万円)

その他
事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

15,3466,0723,5903,7592,05930,827 ― 30,827

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

8 1 ― ― 32 41 (41) ―

計 15,3546,0733,5903,7592,09230,868 (41)30,827

営業利益 530 1,518 405 58 28 2,541 22 2,564

　
(注)　①　事業区分の方法

　　　当社の事業区分の方法は、製品等の種類に応じて繊維事業、研磨材事業、化学工業品事業、自動車関連事業、

その他事業にセグメンテーションしている。

　なお、第１四半期連結会計期間より、セグメント名称を不織布事業から研磨材事業に名称変更している。

事業実態により適したセグメント名称への変更であり、セグメント区分に変更はない。

　

②　各区分に属する主要な製品等の名称

　　　これら事業区分に属する主要な製品等は次の通りである。

事業区分 主要製品名等

繊維 紡績糸、織物、編物、二次製品

研磨材 超精密加工用研磨材、不織布、合皮

化学工業品 化学工業製品

自動車関連 車輌、自動車部品

その他 電子機器製品、化成品、ボウリング場の経営

　

③　会計処理の方法の変更

　　(棚卸資産の評価に関する会計基準)

　　　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」１．(1)に記載の通り、「棚卸資産の

評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号)を第１四半期連

結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

に変更している。

　この結果、従来と同一の方法を採用した場合と比較して、当第３四半期連結累計期間の営業利益が「繊維

事業」で39百万円、「研磨材事業」で１百万円、「その他事業」で４百万円それぞれ減少している。
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　　(リース取引に関する会計基準)

　　　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」１．(2)に記載の通り、「リース取引

に関する会計基準」(企業会計基準委員会　平成５年６月17日　最終改正平成19年３月30日　企業会計基準

第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会　平成６年１月18日　最終

改正平成19年３月30日　企業会計基準適用指針第16号)を第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常

の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上している。また、リース資産の減

価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する方法によっている。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用している。

　この結果、従来と同一の方法を採用した場合と比較して、当第３四半期連結累計期間の営業利益に与える

影響は軽微である。

　

④　追加情報

　　　当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法の改正を機に、第１四半期連結会計期間より有形固定資

産の耐用年数の見直しを実施している。

　この結果、従来と同一の方法を採用した場合と比較して、当第３四半期連結累計期間の営業利益が「繊維

事業」で５百万円、「研磨材事業」で０百万円それぞれ減少し、「化学工業品事業」で16百万円増加して

いる。

　

【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累

計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略している。

　

【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

中南米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 941 468 1,409

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― 9,426

Ⅲ 連結売上高に占める

　 海外売上高の割合（%）
10.0 5.0 15.0

　　　　　　　（注）①国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。

　　　　　　　　　　②本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　　　　　　　　　　　　　中南米・・・ドミニカ、トリニダード・トバゴ

　　　　　　　　　　　　　その他の地域・・・韓国、タイ

　　　　　　　　　　③海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。

　

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

中南米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 3,759 1,304 5,063

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― 30,827

Ⅲ 連結売上高に占める

　 海外売上高の割合（%）
12.2 4.2 16.4

　　　　　　　（注）①国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。

　　　　　　　　　　②本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　　　　　　　　　　　　　中南米・・・ドミニカ、トリニダード・トバゴ

　　　　　　　　　　　　　その他の地域・・・タイ、韓国

　　　　　　　　　　③海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。
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(有価証券関係)

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がない。

　

(デリバティブ取引関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成20年12月31日)

対象物の種類が通貨関連であるデリバティブ取引が、事業の運営において重要なものとなっており、

かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められる。

　

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

通貨関連

取引の種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)

通貨オプション取引
売建プット

米ドル

 
609
( 36)

74 △38

合計 ― ― △38

(注) １　時価の算定方法

　　通貨オプション契約を締結している金融機関から提示された価格に基づき算定している。

２　契約額等の(　)内の金額はオプション料を記載している。

３　ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いている。

　

(ストック・オプション等関係)

　該当事項なし。

　

(企業結合等関係)

　該当事項なし。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

114.73円 113.50円

　
　　　　(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 12,412 12,286

普通株式に係る純資産額(百万円) 12,363 12,233

差額の主な内訳(百万円)

　少数株主持分 49 52

普通株式の発行済株式数(千株) 108,000 108,000

普通株式の自己株式数(千株) 237 214

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数(千株)

107,762 107,785

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
　至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
　至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益 5.88円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載し
ていない。
 

１株当たり四半期純利益 4.00円

同　　　　左

　

　　　　(注)　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
　至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
　至　平成20年12月31日)

四半期純利益(百万円) 633 430

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 633 430

普通株式の期中平均株式数(千株) 107,777 107,769

　

(重要な後発事象)

　該当事項なし。

　

(リース取引関係)

　リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っているが、当四半期連結会計期間末におけるリース取引残

高は前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がない。

　

　

２【その他】

　該当事項なし。

EDINET提出書類

富士紡ホールディングス株式会社(E00543)

四半期報告書

28/30



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年２月12日

富士紡ホールディングス株式会社

取　締　役　会　御　中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　里　　村　　　　　豊　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　阪　　中　　　　　修　　㊞

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている富士

紡ホールディングス株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連

結会計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日

から平成20年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計

算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明す

ることにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、富士紡ホールディングス株式会社及び連結子

会社の平成20年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連

結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管している。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。
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